
子どもをみんなで育む計画の基本理念について 

１ 策定経緯について  

  以下の事項を踏まえたうえで基本理念の策定が行われました。 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

２ 基本理念に対する意見について 

  子ども・子育て会議での議論を元に、以下のとおり基本理念が策定されました。 

 

 

 

 

「子どもの最善の利益が実現され すべての子どもが健やかに育ち 地域全体で

子育てできるまち 流山」 

 

 

 子どもの最善の利益が実現され、すべての親たちが子育てや子どもの成長に喜

びや生きがいを感じることができるような社会を築いていくことが求められてい

ます。 

 

 

 少子化の進行、核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、待機児童問題など、

様々な課題を抱える中で、次代を担うすべての子どもが健やかに育つためには、

家庭での子育てを基本としながらも、地域社会全体で子育て家庭を支えていく必

要があることが鮮明となっています。 

 

 

 流山市は、すべての子どもと親が笑顔で過ごすことができ、各家庭が地域社会

と連携、協力をしながら安心して子どもを生み育てられる社会を実現するため、

「子どもの最善の利益が実現され すべての子どもが健やかに育ち 地域全体で

子育てできるまち 流山」を基本理念として、子育て支援の施策を推進します。 

 

子ども・子育て支援法 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針 

流山市子育てにやさしいまちづくり条例 

流山市次世代育成支援行動計画後期計画 

流山市子ども・子育て会議での議論 

※Ｈ25第 4回審議会、Ｈ25第 4回部会 

 Ｈ26第 5回審議会で審議 

子どもをみんなで育む計画 

基本理念 

・どのように理解するのか  
・置かれている環境によって何が最善かは変わる 
・子どもの命が保障される 

「みんな」だと誰なのかわからないので、
「地域全体」に変えてはどうか 

「孤立化しない」というような表現を
入れてほしい 

子育てを楽しめる、笑顔になれるような希望を
もてる文言をいれてはどうか 

資料３：第５回子ども・子育て会議 
令和４年２月１０日（木曜） 
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